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運輸安全委員会のミッション・行動指針 

ミッション 

私たちは、適確な事故調査により事故及びその被害の原因究明を徹底して行い、勧告や意見の発出、事実情報の

提供などの情報発信を通じて必要な施策又は措置の実施を求めることにより、運輸の安全に対する社会の認識を深

めつつ事故の防止及び被害の軽減に寄与し、運輸の安全性を向上させ、人々の生命と暮らしを守ります。 

行動指針 

１．適確な事故調査の実施 

組織問題といった事故の背景にまで深く掘り下げつつ、責任追及から分離された科学的かつ客観的な事故調査を実施し、迅速

に報告書を作成します。その際、分かりやすさに心がけ、理解を助ける情報の提供に努めます。 

２．適時適切な情報発信 

事故の防止や被害の軽減に寄与するため、国内外に対し勧告や意見の発出、事実情報の提供などの情報発信をタイムリーかつ

積極的に行うとともに、事故調査の透明性確保の観点から情報の開示に努めます。 

３．被害者への配慮 

被害者やそのご家族、ご遺族の心情に十分配慮し、事故調査に関する情報を適時適切に提供するとともに、ご意見などに丁寧

に対応します。 

４．組織基盤の充実 

あらゆる機会をとらえて、調査手法に対する総合的な理解をはじめとした個々の能力の向上に努めるとともに、組織全体が活

性化するよう、自由に意見を交換し、問題を共有できる組織づくりに努めます。 
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運輸安全委員会 業務改善アクションプラン 

 

運輸安全委員会のミッション 

  私たちは、適確な事故調査により事故及びその被害の原因究明を徹底して行い、勧告や意見の発出、事実情報の提供などの情報発信を通じて 

 必要な施策又は措置の実施を求めることにより、運輸の安全に対する社会の認識を深めつつ事故の防止及び被害の軽減に寄与し、運輸の安全性 

 を向上させ、人々の生命と暮らしを守ります。 

 

 

 私たちは運輸安全委員会のミッションを達成するため、４つの行動指針に沿った重点的な取組みを行い、不断に業務改善を実施していきます。 

 

Ⅰ 業務改善の基本的方向 

１．適確な事故調査の実施 

＜重点的な取組み＞ 

（１）組織問題といった事故の背景にまで深く掘り下げつつ、科学的かつ客観的な事故調査を実施する。 

（２）事故等の防止や被害の軽減に寄与するために、調査の進め方の改善などにより報告書を迅速に作成する。 

（３）責任追及とは独立して事故調査を実施する。 

（４）分かりやすく読みやすい報告書の作成に努める。 

 

２．適時適切な情報発信 

行動指針 適時適切な情報発信 

事故の防止や被害の軽減に寄与するため、国内外に対し勧告や意見の発出、事実情報の提供などの情報発信をタイムリーかつ積極的に行うととも

に、事故調査の透明性確保の観点から情報の開示に努めます。 

＜重点的な取組み＞ 

（１）国内外に対し勧告や意見の発出、事実情報の提供などの情報発信をタイムリーかつ積極的に行う。 

（２）事故調査の透明性確保の観点から情報の開示に努める。 

 

行動指針 適確な事故調査の実施 

組織問題といった事故の背景にまで深く掘り下げつつ、責任追及から分離された科学的かつ客観的な事故調査を実施し、迅速に報告書を作成します。

その際、分かりやすさに心がけ、理解を助ける情報の提供に努めます。 
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３．被害者への配慮 

行動指針 被害者への配慮 

被害者やそのご家族、ご遺族の心情に十分配慮し、事故調査に関する情報を適時適切に提供するとともに、ご意見などに丁寧に対応します。 

＜重点的な取組み＞ 

（１）被害者やそのご家族、ご遺族に対し、事故調査に関する情報を適時適切に提供する。 

    （２）被害者やそのご家族、ご遺族からのご意見などに丁寧に対応する。 

 

４．組織基盤の充実 

行動指針 組織基盤の充実 

あらゆる機会をとらえて、調査手法に対する総合的な理解をはじめとした個々の能力の向上に努めるとともに、組織全体が活性化するよう、自由

に意見を交換し、問題を共有できる組織づくりに努めます。 

＜重点的な取組み＞ 

（１）調査手法に対する総合的な理解をはじめとした個々の能力の向上に努める。 

（２）組織全体が活性化するよう、自由に意見を交換し、問題を共有できる組織づくりに努める。 

 

Ⅱ 具体的な対応策 

１．適確な事故調査の実施 

（１）組織問題といった事故の背景にまで深く掘り下げつつ、科学的かつ客観的な事故調査を実施する。 

①＜実務上役立つ事故調査マニュアルの整備＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

 現行整備されているマニュアル等（※）は、先達の

事故調査官が経験し積み上げてきた「事故調査技術の

伝承」などが十分に明文化されていない。また、組織

事故やヒューマンファクター分野の調査に係る分析

手法の説明やチェックリストが十分ではない。 

 したがって、現行のマニュアル等が、更に実務上役

立つものとなるよう検証が必要である。 

 

（※）現行整備されているマニュアル等 

＜航空＞事故調査マニュアル（調査の段取りなど）、

報告書作成要領、ハンドブック（携行品、取得すべき

情報等についてのチェックリストなど） 

国際的に標準化している事故調査マニュアルには、国際民間

航空機関(ICAO)及び国際海事機関(IMO)が作成したものがあ

る。これら事故調査マニュアルは、事故調査の目的や手順に関

する基本的な考え方などの思想に関する項目と調査に関する

技術的な手法の項目とに分けて、体系的に記述されたものとな

っている。 

 

１．現行のマニュアル等は、事故調査の考え方に関する部分が

含まれておらず、かつ体系化もされていないため、見直しに

当たっては国際民間航空機関(ICAO)、国際海事機関(IMO)及

び米国運輸安全委員会(NTSB)の事故調査マニュアルを参考

にして、体系化した事故調査マニュアルを整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

１．各モード別の事故調査

マニュアルは、平成25年

3月までに整備（チェック

リストを含む。） 
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＜鉄道＞事故調査マニュアル（調査の段取りなど）、

報告書作成要領、詳細マニュアル（携行品、取得すべ

き情報等についてのチェックリストなど） 

＜船舶＞報告書の作成マニュアル、口述聴取事項チェ

ックリスト 

なお、作成に当たっては、以下のことを考慮する。 

（１）誰が調査しても一定水準以上の調査結果となるよう、各

調査項目について、可能な限り「事故調査技術の伝承」の

観点から明文化するとともにチェックリストを作成する。

 

（２）特に、組織事故やヒューマンファクター分野に関しては、

速やかに整備するとともに組織の安全文化の問題にさら

に適切にアプローチする方法について、引き続き研究・検

討を行う。 

 

 

 

 

 

 

（２）平成24年 9月までに

整備 

 

②＜報告書第４章「結論（原因）」の記載方法＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

事故調査は責任追及のためではなく、事故等の防止

及び被害軽減のためのものである。したがって、事故

調査の結果判明した事故等の防止及び被害軽減に繋

がる幅広い事象を報告書において漏れなく、かつ、読

み手に理解しやすい形で示していくことは、事故調査

の目的を達成するために必要不可欠である。 

 

報告書第４章（結論部分）の記載に関するこれまで

の取組みとしては、従前、同章には「原因」のみを記

載していたものを、平成 21年春から、内容が複雑で

大部な報告書については「分析の要約」を併せて記載

することとして第３章「分析」と第４章「原因」との

関係性を分かりやすくしたところ。さらに平成 22年

春からは、その運用を厳格に実施するため、当該運用

を適用する報告書の客観的基準を設けたところであ

る。 

第４章の記載方法については、 

-事故等原因との因果関係は不明確ではあっても安

全を阻害する要因が明らかになった場合は、報告

書の結論部分に記載するべき 

-結論部分においては、背景要因や被害発生・拡大

１．事故等発生との因果関係がない場合又は不明確な場合であ

っても、改善すべきリスク要因を含め安全上重要な事項につ

いては、第４章において「原因」とは別に新たな節（「その

他安全上重要な事項」（仮））を設けて、当該節にその内容を

記載することとする。 

 

２．「原因」の記載においては、「…が関与した…」「…が背景

にあった…」「…が被害を発生させた…」といったような補

足用語を可能な限り記述することとし、当該要因と事故等発

生との関係性が明らかとなるよう努める。 

 ※背景(要因）：事故等発生に関与した要因のうち、特に、安

全管理等組織的な事項や規制・基準のあり方等に係る要因

 

３．「結論」に至った詳細の分析経過とその再発防止策との関

係性をより明確にするため、第４章の「分析の要約」の各文

章末尾に、関連する第３章「分析」及び第５章以降の「勧告」・

「意見」、「参考事項」（講じられた措置）等の関連項番号等

を記載する。 

※第４章に「分析の要約」の記載がある報告書に適用する。 

平成24年4月以降審議入り

する案件について適用 
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要因など、事故の全容を把握しやすくするために

各要因を分類して記載すべき 

といった意見もある（「JR西日本福知山線事故調査に

関わる不祥事問題の検証と事故調査システムの改革

に関する提言」）。 

 

事故等の防止及び被害軽減の観点から報告書がよ

り有効に活用されるよう、こうしたご意見や外国事故

調査機関の報告書記載状況も踏まえつつ、第４章の記

載方法について更に検討することが必要である。 

 

③＜条約に基づき関係者を調査へ参加させる際の具体的な対応(航空)＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

事故調査を適確に行うためには、運航者、製造者等

の関係者から情報提供頂くなど必要な協力を得る必

要がある。 

 

 航空事故が発生した場合、国際民間航空条約第 13

附属書に基づき、関係国には運航者、製造者等の関係

者を顧問として指名して他国の実施する調査に参加

させる権限等が与えられている。 

 

日本が調査実施国となって事故調査を行う場合、現

行の国内法制度に基づく調査権限等により、事故調査

に必要な情報収集は十分に行われているが、一方、他

国が調査実施国となった場合、運輸安全委員会自らが

関係者を顧問として指名して調査へ参加させるスキ

ームが十分整理されていない。 

 

１．他国が実施する調査に対して、必要に応じて関係者を顧問

として指名し調査に参加していくこととする。 

 

２．関係者を顧問として調査に参加させる際の指名手続きや、

その際に顧問候補者に対して周知しておくべき内容（調査情

報の取扱い等）等について詳細を整理する。 

 

 

１．引き続き実施 

 

 

２．平成24年 7月までに実 

施 

④＜専門的知見を適確に得るための方策＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

事故の多様化・複雑化が進む中で、我が国の叡智を

結集した調査を実施するため、必要に応じて外部の専

１．専門的知見の個別調査での活用 

（１）専門委員制度における任命手続の迅速化 

１．順次実施  
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門的知見を調査に取り入れることは、調査を適確に行

うために重要である。 

 

現在、個別調査において外部の専門的知見を得る必

要がある場合、運輸安全委員会設置法第 14条に基づ

き、学識経験者を専門委員として任命し調査に参加し

ていただいている。しかし、この専門委員の任命権者

は国土交通大臣であり、任命に至るまでに一定の時間

を要するのが通常であり、専門的知見の必要性が生じ

てからそれを活用するまでに迅速性を欠いている状

況。 

  

・予め主たる専門事項毎に専門委員候補者を検討しておき、

日頃から当該候補者との交流を図るなどして（２に記述す

る技術アドバイザーなども活用）、専門委員への任命の必要

性が生じた場合に、候補者の選定が迅速に行われ、また、

候補者側の協力も即時に得られるよう努める。 

 

（２）調査委託制度等の活用 

・運輸安全委員会設置法第 19条で、事故等調査を行うため必

要があると認めるときは、調査又は研究の実施に関する事

務の一部を独立行政法人や一般財団法人等又は学識経験を

有する者に委託することができる旨規定されている。 

・また、これまでも専門委員制度や調査委託制度とは別に、

学識経験者から個別事故等調査において専門的知見を提供

頂くなどの調査協力を得てきたところ。 

・事故等調査における必要性に応じて、専門委員制度や調査

委託制度、また任意協力という方法を適宜使い分けつつ、

専門的知見が適確に得られるよう努める。 

 

２．事故調査力の向上 

専門的知見を有する学識経験者に技術アドバイザーとして

協力頂き、最新の技術等の情報提供とともに、各分野の専門

的観点から運輸安全委員会の活動について助言を頂く機会

を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．平成24年度内に実施 

⑤＜スケルトン報告の実施＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

船舶モードでは、運輸安全委員会発足当初から、調

査官が報告書案の作成に着手する前に、事実調査が終

了した段階で報告書の骨子について部会に予め報告

するスケルトン報告を実施している。 

 

スケルトン報告が実施されないと、報告書案の審議

に入った段階で分析事項の追加等が必要となった場

１．簡易な案件を除き、全ての事故等について全モードでスケ

ルトン報告を実施する。 

１．実施中 
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合に記述内容の大幅な変更や追加調査により余計な

時間を要するおそれがある。 

 

全モードでスケルトン報告を部会に対して行い、適

確な事故調査を実施するとともに、審議の効率化によ

る期間短縮を図る必要がある 

 

⑥＜能力向上のための研修等の充実＞（再掲） 

４．（１）①参照   

 

（２）事故等の防止や被害の軽減に寄与するために、調査の進め方の改善などにより報告書を迅速に作成する。 

①＜調査のスケジュール管理方法＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

運輸安全委員会では、事故等の発生から事故等調査

報告書の公表までの期間の目標を以下の理由から原

則１年以内としている。 

 

案件によっては真実追究のために徹底した事故等

調査や委員会審議が必要とされる。一方、原因関係者

や関係行政機関に対して再発防止策を求める場合、当

該者が改善を実施するまでの期間を考慮すると、当委

員会は、調査の質を維持しつつ可能な限り迅速に事故

等調査報告書を公表しなければならない。さらに事故

等の事実調査中であっても安全のため措置を求める

場合や不安全情報が判明した場合などは、事故等調査

報告書の公表を待たず、早期に対応することも必要で

ある。 

  

また、人的資源を有効に活用するためにはメリハリ

を付けた事故等調査も考えなければならない。 

  

このような状況の中、原因究明が困難な案件等、長

期間を要する場合もあるが、事故調査の各段階（事実

１．委員に対する初動調査報告、事故調査状況報告、スケルト

ン報告の充実及び収集した情報の電子化による情報共有を 

実施したが、さらに部会審議の効率化を推進する。 

 

２．外国人の原因関係者に対する意見聴取又は関係国に対する

意見照会で必要となる事故等調査報告書案の英訳期間を短 

縮するための方策を実施する。 

 

３．社会的関心が高い事故等については、集中的な委員会審議

及び担当調査官増員などのメリハリを付けて対応する。 

 

４．調査スケジュール管理をさらに充実させるため、主管調査

官が作成する事故等調査計画表の改善を図り実施する。 

 

５．地方事故調査官の調査対象である船舶事故等の処理に当た

っては、審議の効率化を図る。 

 

１．実施中 

 

 

 

２．平成24年 4月に実施 

 

 

 

３．随時実施 

 

 

４．平成24年 4月に実施 

 

 

５．平成24年 4月から試行 

 



7 

調査、原因等の総合的な解析、委員会審議、原因関係

者からの意見聴取、関係国への意見照会、公表手続）

での効率的、かつ迅速な処理についての問題点などを

検証する必要がある。 

 

過去３年の事故調査報告書のモード別平均処理月数 

種 別 公表年 公表数 平均処理月数 

航空 

事故 

H21 16 １２月 

H22 15 １４月 

H23 12 １９月 

航空 

インシ

デント

H21 7 ２３月 

H22 11 １４月 

H23 8 １７月 

鉄道 

事故 

H21 14 １０月 

H22 8 １１月 

H23 8 １５月 

鉄道 

インシ

デント

H21 4  ９月 

H22 4 １２月 

H23 6 １４月 

船舶 

事故 

H21 3 １７月 

H22 22 １６月 

H23 43 １９月 

船舶 

インシ

デント

H21 - - 

H22 - - 

H23 1 １７月 

 

（参 考） 

 米国運輸安全委員会（NTSB） 

2009年の各モード別調査目標及び実績 

       目 標   実 績（公表数） 

  航空事故 １５月   １３月（１０） 

  鉄道事故 １５月   １７月（ ６） 



8 

  船舶事故 １５月   １７月（ ４） 

 

②＜スケルトン報告の実施＞（再掲） 

１．（１）⑤参照   

③＜一部事故等調査における簡易様式の適用について（航空・鉄道）＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

事故等の防止や被害の軽減に寄与するためには、適

確かつ迅速に徹底した原因究明を行うことが重要で

ある。 

 

 一方で、限られた体制の中で、このように適確かつ

迅速に事故調査を実施するためには、事故等の態様に

応じて報告書の様式に一定の差をつけ、報告書案作成

作業や審議の効率化・重点化を図ることが必要であ

る。 

 

 現在、航空モードにおいては、簡易様式（通常様式

に比して一部の記載項目が省かれたもの）を定め、一

部の事故等について当該様式を用いて報告書を作成

している。 

 

鉄道モードにおいては、特段簡易様式を定めていな

い。 

 

船舶モードにおいては、表形式に変更した「特別様

式」を定めて対応している。 

１．航空・鉄道モードについて、原因究明を徹底して行いつつ、

超軽量動力機の事故等のうち、調査・分析事項が広範でなく、

かつ、事故等の防止又は被害軽減のための教訓を得ることが

困難な事案など、事故等の態様に応じて表形式で記載事項を

できる限り簡潔化した簡易様式を適用する。 

１．平成 24 年 4 月以降に発

生した案件に適用 

 

 

（３）責任追及とは独立して事故調査を実施する。 

①＜事故調査の円滑な実施（事故調査と刑事捜査との関係）＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

運輸事故が発生した場合には、事故調査が行われる

とともに、刑事捜査が行われる。事故調査と刑事捜査

とは、いずれもそれぞれの公益実現のための重要な作

事故調査と刑事捜査の固有の目的は異なっているが、両者の

究極の目標は、それぞれの活動を通じてより安全な社会を実現

していくことであり、必要な場合には両者が適切に協力し合
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用であり、一方が他方に優先するという関係ではな

い。 

 

同時に同一の事故について事故調査と刑事捜査が

行われる場合、事故現場等における相互の活動の調整

を図る必要がある。これまでも、警察庁との覚書に基

づき、事故現場において適切に調整が行われ、それぞ

れが支障なく円滑に実施されてきているところ。 

 

事故調査は、関係者から事実にそくした口述を得る

必要があることから、事故調査と刑事捜査がそれぞれ

の目的を十分に発揮できるよう、適切な相互関係を目

指していくべきである。 

 

い、一方で、固有の目的を達成するために、相互の活動が独立

して行われる必要がある。 

 

１．事故現場において適切に調整が行われ、事故調査と刑事捜

査が支障なく円滑に実施されるよう、警察との協力関係をさ

らに発展させるとともに、鑑定嘱託についての協議を継続す

る。 

 

 

 

１．協議継続 

 

 

（４）分かりやすく読みやすい報告書の作成に努める。 

①＜冒頭への「要旨」掲載＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

報告書が大部の場合など、一般の読者にとっては、

読み解きにくい報告書が存在する。 

 

現在の調査報告書では、「第1章 事故調査の経過」

として、事故等の概要（事故、損害、死傷の概要）を

記載しているところであるが、ＩＣＡＯの事故調査マ

ニュアルでは、概要として、「事故飛行の概要、何故

起こったかの概要、死傷や損害の概要」を記載すべき

となっており、報告書の冒頭に事故等の概要の他、原

因を記載することで、読みやすくなるのではないか。

 

１．報告書の冒頭（第１章の前）に、『要旨』を掲載する。 

 

２．内容は、現調査報告書のうち、「事故等の概要」と「原因」

及び発出した勧告等の内容について記載する。 

 

３．『要旨』の掲載は、航空の簡易様式及び船舶の特別様式、

軽微様式など、もともと簡素化されているもの以外につい

て、全調査報告書において実施する。 

 

 

１．平成24年 5月公表分か

ら実施 

②＜口述の記載方法の見直し＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

現状の報告書の口述部分はモード毎に間接話法と

直接話法が混在しており、また、直接話法であるかの

１．聴取した口述を報告書に記載する場合は、間接話法を用い

て項目毎に記載するものとする。 

１．平成24年 4月以降に発

生した事故等から実施 



10 

ような引用句（「 」）を用いて書きながら、話され

たとおりの文言ではなく、編集し言い換えた文言が書

かれている場合がある。これは、一般の読者に誤解を

与える恐れがあり、改善すべきではないか。 

 

テーマの括りの中で関係する口述を記載する方法

と、口述者毎の括りの中で各テーマに該当するものを

まとめて記載する方法が混在している。さらに、事故

の経過等の章において口述者毎にまとめて記載し、各

テーマの項目の中で該当箇所の章において引用する

方法では読みにくいものがあるなど、統一されていな

いため、読みやすさを考慮した形で統一すべきではな

いか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③＜分かりやすい事故等名称の記載（航空）＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

航空の事故等調査報告書には、航空機の所属及び登

録記号が記載されているだけで、事故等の態様が分か

る事故等名が記載されていない。 

 

一般の読者には所属、登録記号だけではどのような

事故、インシデントか分かりづらいため、どのような

態様なのか分かるような事故等名称を記載すべきで

はないか。 

 

１．事故等の種別を整理し、事故等名を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．平成24年 5月公表分か

ら実施 

 

④＜本文中への図表・写真等の掲載＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

 現状においても、必要と思われるものは報告書本文

中に図表・写真等を掲載しているところであるが、大

半の図表・写真等が報告書巻末にまとめて掲載されて

おり、読みやすさに欠けているものが見受けられる。

 

 

１．報告書をさらに読みやすくするために、必要に応じて図

表・写真等の本文への掲載を推進する。 

１．平成24年 4月公表分か

ら実施 
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⑤＜表現・用語の工夫＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

報告書では、専門用語等が多く使われているため、

一般の読者にとっては、読みやすさに欠けているもの

が見受けられる。航空など一部の報告書では、本文中

で用いている略語の解説一覧を巻末に添付している。

 

１．専門用語等は脚注での補足を充実する。 

 

２．報告書が大部で多数の専門用語等を繰り返し使用する場合

は、必要に応じ、巻頭に用語集を添付する。 

１．及び２．平成24年 4月

公表分から実施 

⑥＜フローチャートの掲載＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

複雑な態様の事故等の場合、報告書を読んでも当該

事故等の全体が把握しにくいことがある。 

 

このため、読者の理解を促進するためには、背景要

因を含め様々な要因がどのような因果関係で繋がっ

て事故等の発生に至ったのかを分かりやすく示すフ

ローチャートを作成し、報告書に添付することが重要

である。 

１．事故等の態様が複雑な場合は、フローチャートを作成し、

報告書に添付する。 

１．実施中 

 

２．適時適切な情報発信 

（１）国内外に対し勧告や意見の発出、事実情報の提供などの情報発信をタイムリーかつ積極的に行う。 

①＜事故等の再発防止に資する情報発信のあり方（提言関係）＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

「原因究明のための調査を行わせる」とされていた

８条機関（航空・鉄道事故調査委員会）から、「原因

究明のための調査」を行い、「国土交通大臣又は原因

関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求める」、

主体性の高い３条機関となった運輸安全委員会は、こ

れまで以上にタイムリーで積極的な情報発信（勧告や

意見の発出、事実情報の提供等）を行い、より一層運

輸の安全の向上に寄与することが求められている。 

 

当委員会設置（H20.10）以降では、 

 （１）当委員会に新たな機能として加わった原因関

現行の提言制度を積極的に活用する（１.～４.参照）。 

 根 拠 時 期 対象 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

報告法定

勧 告 設置法 事故等調査 

終了後 

国交大臣 

原因関係者 

あり 

意 見 設置法 調査途中 

段階も可 

国交大臣 

関係行政機関の長

なし 

所 見 運用 事故等調査 

終了後 

制約なし なし 

安全勧告 条約 調査途中 

段階も可 

制約なし あり 

（航空のみ）

情報提供 運用 調査途中 

段階 

国交省各局 

関係行政機関 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

係者への勧告を行う。（下表参照） 

 （２）事故調時代に実績のなかった関係行政機関の

長への意見を述べる。（下表参照） 

 （３）従前からも調査途中段階における行政機関へ

の情報発信（不安全情報等）を行っていたが、

新たに委員長定例記者会見を実施することと

し、この会見を通じて同情報を紹介し、ホーム

ページに掲載するなどして、情報の水平展開に

努める。（4件の事故等で実施） 

 （４）勧告に基づき原因関係者が講じた措置につい

て、直近の委員長定例記者会見で紹介し、ホー

ムページに掲載するなどして、情報の水平展開

に努める。（3件の事故等で実施） 

 （５）地方公共団体等に対する所見を記述した事故

調査報告書について所管官庁に対してその内

容の周知を依頼する。（1件の事故で実施） 

  などの取組みを実施してきた。 

 

しかしながら、国土交通大臣への「勧告」や調査途

中段階での同大臣、関係行政機関の長への「意見」に

ついては、当委員会設置以降実績がない等、現行法制

度を十分に活用し切れているか運用面での検討課題

が残されている。 

 

表 過去３年間の年別提言実績数 

提言 年 航空 鉄道 船舶

勧告（国交大臣） 
H21～23

0 0 0 

勧告（原因関係者） 

H21 0 0 0 

H22 0 0 0 

H23 0 1 2 

安全勧告 
H21 3 － 0 

H22 1 － 0 

 

１．調査途中段階における行政機関への安全情報の発信 

 （１）情報提供の指針を策定 

「（案）周知すべき緊急性が高い不安全要素が判明した

段階で速やかに情報提供を行う」 

 （２）行政機関に対する情報提供の根拠を明確化するため、

事故等調査実施要領通則を改正し、上記（１）の指針を

規定として盛り込む。 

 （３）現在、既に行っている行政機関への情報提供を引き続

き適時適切に実施する。 

 

 

２．調査途中段階における関係事業者等への安全情報の発信 

行政機関に情報提供を行った場合には、原則として直近の

委員長記者会見で紹介するとともに、ホームページに掲載

し、不安全情報等の水平展開を図る。 

 

３．調査終了後における関係事業者等への安全情報の発信 

勧告に基づき講じた施策又は措置の状況について国土交

通大臣からの通報又は原因関係者からの報告があった場合

には、原則として直近の委員長記者会見で紹介するととも

に、ホームページに掲載し、情報の水平展開を図る。 

 

４．よりタイムリーかつ積極的な勧告、意見等の発出 

（１）運輸安全委員会のミッション、「勧告や意見の発出、事

実情報の提供などの情報発信を通じて必要な施策又は措

置の実施を求める」を受け、よりタイムリーかつ積極的

に勧告、意見等を発出し、一層効果的な再発防止、被害

の軽減に資する。 

なお、今後、「勧告」、「意見」及び「所見」について、

以下のとおり取り扱うこととする。 

 

 

１．行政機関への情報発信 

 （１）平成24年 9月まで

に策定 

 

 （２）平成24年 9月まで

に通則改正 

 

 （３）平成24年中の実績

についてレビューを

行う 

 

２．関係事業者等への情報

発信（調査途中） 

  平成24年中の実績につ

いてレビューを行う 

 

３．関係事業者等への情報

発信（調査終了後） 

  平成24年中の実績につ

いてレビューを行う 

 

 

４．勧告、意見等の発出 

（１）、（２）平成24年中の

実績についてレビュー

を行う 

（３）平成24年 6月までに

ウェブデザインを決定 
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H23 0 － 9 

意見（国交大臣） 

H21 1 1 0 

H22 0 0 1 

H23 1 0 2 

意見（関係行政機関） 

H21 0 0 1 

H22 0 0 0 

H23 0 0 3 

意見（調査途中段階） 
H21～23

0 0 0 

所見 

H21 3 0 5 

H22 2 5 18 

H23 2 2 46 

 

なお、現行法制度では国土交通大臣及び関係行政機

関の長に実施できる事故等調査の途中段階における

「意見」は、原因関係者には実施できないことなど、

情報発信をより積極的に進めていこうとする中で、法

制度のあり方について検討を要する事項もある。 

 

勧告
○国土交通大臣、又は原因関係者への「勧告」は、「事故等調

査を終えた場合」、すなわち、当該事故等調査報告書（最終

報告書）の公表時に併せて発出する。 

○その際、最終報告書の「４章 結論」の中の「原因」又は「そ

の他安全上重要な事項（仮）」に基づき、それらに対する改

善策を求めるもの（講ずべき施策（措置））について、「勧告」

として発出する。 

意見 ○調査途中段階における国交大臣、関係行政機関の長への提言

は、「意見」として述べる。 

○調査終了時における「勧告」以外の施策等の提言は、関係地

方公共団体を除き、「意見」として述べる。 

○個別の事故等調査によらず、委員会が必要と認めるときに発

出する国交大臣、関係行政機関の長への提言は、すべて「意

見」として述べる。 

○「意見」の報告徴収については、各機関の対応を尊重し、講

じた施策等について、当該機関の報道資料（ＨＰ）等にリン

クを貼る等して、国民に周知できるようフォローアップに努

める。 

所見
○行政機関への提言は、すべて「勧告」又は「意見」を用い、

原因関係者（行政機関を除く）への提言は、すべて「勧告」

を用いて発出するものとし、制度として明確な規定のない

「所見」は、以下のような特別な場合を除き、今後は用いな

いものとする。 

○関係地方公共団体、又は同種の事業者・関係団体等（原因関

係者ではない者）に提言を行う場合には、原則、所管官庁へ

の「勧告」又は「意見」の中に、その内容（指導、助言、周

知等）を書き込むものとし、所管官庁がない場合など特別な

場合にのみ「所見」として述べるものとする。 

なお、上記の提言を積極的に実施するため、委員会・部

会は、初動報告・スケルトン報告・報告書案審議等の各段

階において可能性の考えられる提言（改善策）を必ず検討

するものとする。 

（２）関係団体・関係業界への情報発信を強化する。 
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   ①委員長定例記者会見等での周知 

②講習会における啓発活動 

③報告書公表時に、関係事業者・関係団体等への説明

実施 

（３）提言（勧告、安全勧告、意見）に係るフォローアップ

  の状況を可能な限りホームページ等を用いて紹介し、当

委員会の業務サイクル（原因究明→提言→安全対策）を

可視化する。 

※運輸安全委員会のＨＰに関する内外の利用者の意見

を聞いて、充実・改善の参考とする。 

（再掲 ２．(1) ④ 1.参照） 

 

５．なお、前記４．の実績を踏まえつつ、併せて提言制度の方

向性について、検討を継続する。 

・原因関係者に対する意見陳述 

・地方公共団体の長に対する意見陳述 

・調査途中段階における勧告 

・関係行政機関の長（原因関係者の場合を除く）に対す 

る勧告 

・勧告に基づく施策・措置の公表についての法制化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．今後の方向性の検討 

 検討継続 

②＜社会的に関心の高い事故が発生した際の発生直後からの情報発信＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

事故発生直後の情報提供について、現状は、主管調

査官が現地で取材に応ずる形で対応している。社会的

関心の高い事故については、平成２１年１２月から進

捗状況報告を実施することとしており、委員長定例記

者会見を始めてからは事故発生から１週間で実施し

た例がある。 

 

事故発生直後からの情報提供は、調査状況を知りた

いという国民の要望に応えるとともに、調査の透明性

を確保する観点からも必要である。 

 

１．社会的関心の高い事故が発生した際には、可能な限り発生

直後に委員長又は委員が現地から情報発信を行うこととす

る。 

 

２．情報発信の概要 

（１）対象事故 

① 事故の態様を踏まえつつ、事故毎に、委員長が部会長、

事務局長、総務課長及び首席事故調査官の意見を聞いて

決める。 

② 近年の事例では、（航空）「那覇空港中華航空機火災事

故（H19.8発生）」「成田空港ＦＤＸ機着陸失敗炎上事故

１．実施中 
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社会的関心の高い事故については、広く国民に伝え

るためにも、委員長又は委員が積極的に直接情報発信

することが重要である。 

（H21.3）発生」（鉄道）「ＪＲ西日本福知山線列車脱線

事故（H17.4 発生）」「ＪＲ東日本羽越線列車脱線事故

（H17.12）発生」「ＪＲ北海道石勝線列車脱線事故（H23.5

発生）」（船舶）「第十一天竜丸転覆事故（H23.8発生）」

が該当すると考えられる。 

（２）記者会見の時期及び発表内容 

① 可能な限り早い時期（事故当日か翌日） 

主な発表内容：派遣した主管調査官等のリスト、事故の

調査事項及び大きな調査方針 

② 事故発生から２、３日後以降 

主な発表内容：事故の調査状況、判明した事実（確実か

つ重要なもの）及び今後の調査予定 

 

③＜委員長による定期的な情報発信＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

平成２３年７月までは、委員長による定期的な記者

会見は行っていなかった。また、月に 1 回、記者会

の要望により、その月に公表する事故調査報告書等

について部会長等による記者レクを行っていたが、

その場では、一部社会的に関心の高い事故等の調査

進捗状況公表を除き、調査・審議中の案件について

の状況等については説明をしていなかった。 

 

 

１．毎月１度、委員長の定例記者会見を行うこととした。昨

年８月２４日に第１回を開催して以後、毎月開催している。

 

２．定例記者会見は、次の要領で行っている。 

（１）実施日：原則として毎月第４水曜日１４：００～ 

（２）場所：国土交通省５階会見室 

（３）会見事項： 

① 事故等調査の進捗状況 

② 事故等防止及び事故被害の軽減のための情報 

③ 勧告等に基づき、関係行政機関等又は原因関係者で

  講じられた施策・措置 

④ 年次報告、統計資料 

⑤ その他、委員長が必要と認めたもの 

 

３．従来から公表報告書について行っている記者レクにおい

て、委員長から報告書に付された勧告等を紹介している。

 

４．委員長記者会見の改善の参考とするため、国土交通省記

１．実施中 

（平成23年 8月～） 
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者会の記者に、これまでの会見に対する感想、改善点・要

望についてのアンケートを行った。今後、アンケート結果

を参考として、順次改善に努める。 

 

＜参考＞ 

定例記者会見で取り上げた事項は概略以下のとおり。 

 ・運輸安全委員会の業務改善について 

 ・事故等調査の進捗状況 

  旅客船第十一天竜丸沈没事故(H23.8 発生)(2 回)、ＪＲ北

海道石勝線列車脱線事故(H23.5 発生)(2回)、航大帯広分

校訓練機墜落事故(H23.7 発生)、北海道エアシステム機

奥尻空港上空における重大インシデント(H23.6 発生)、

エアーニッポン機浜松沖上空における重大インシデント

(H23.9発生)、四国航空機（回転翼航空機）火災事故(H23.9

発生)(2回) 

 ・調査の過程で判明した事実のうち、関係機関に提供した

安全情報 

  ケミカルタンカー日祥丸乗組員死傷事故(H23.6 発生)、

北海道エアシステム機奥尻空港上空における重大インシ

デント(H23.6 発生)、ＪＲ西日本山陽線舞子駅鉄道人身

障害事故(H22.12 発生)、航大帯広分校訓練機墜落事故

(H23.7 発生) 

 ・原因関係者が勧告に基づいて講じた措置の状況 

  遊漁船しぶさき 10号沈没事故、長崎電気鉄道(株)大浦支

線における重大インシデント、旅客船第九十八あんえい

号旅客負傷事故 

 

④＜個別事故の記者レク資料等の公開等によるホームページの充実＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

ホームページ（ＨＰ）の既存のコンテンツについ

て、利用者の利便性といった観点から改善が必要で

ある。 

また、委員会の基礎情報等について、ＨＰに情報

１．運輸安全委員会のＨＰに関する内外の利用者の意見を聞

いて、充実・改善の参考とする。 

 

 

１．職員アンケート結果の

内容検討 

平成24年 4月まで 
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提供できないか。例えば、記者レク時の説明用に作

成・使用している資料は、一般向けに開示していな

いが、ＨＰに掲載して一般にも広く開示し、より有

効に活用すべきである。 

 

 

 

 

 

 

２．昨年実施した職員アンケートによる意見・アイデアにつ

いては、内容を吟味し、採用可能なものから順次改善する。

 

３．また、委員会の基礎情報については、他省庁のＨＰや諸

外国の調査機関のＨＰ等も参考にしつつ追加するコンテン

ツを決定していく。なお、追加する情報については、引き

続きＨＰ掲載の環境が整ったものから順次掲載する。 

 

４．記者レク時の説明用に作成・使用する資料については、

今後ＨＰに掲載する。 

 

※提言（勧告、安全勧告、意見）に係るフォローアップの

状況を可能な限りホームページ等を用いて紹介し、当委員

会の業務サイクル（原因究明→提言→安全対策）を可視化

する。 

（再掲 ２．（１）①４．（３）参照） 

 

一般利用者へのアンケ

ートの実施 

平成24年 6月まで 

 

２．追加コンテンツの検討 

平成24年 8月まで 

 

３．基礎情報のＨＰへの掲

載 

順次実施中 

 

 

４．記者レク資料のＨＰ掲

載 

平成24年4月公表分か

ら 

 

⑤＜ニュースレターほか情報ツールの内容の充実・再検討＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

現行ニュースレターにおいては、委員会全体の活動

等に関わるトピックスと、事故等事例の紹介とが併載

されており、再発防止・啓発を目的とするものか、PR

活動を目的とするものなのか、必ずしも役割が明確に

なっていない。 

 

広報の観点からは、一般に当委員会の認知度が低い

という問題意識から、活動内容やQ&Aなどをもっと紹

介していきたいという意図がある。 

 

統計分析や類似事例を取りまとめた各種ツールや海外向け

情報発信ツールの確保は必要との認識に立った上で、広く一般

に周知すべき当委員会の PR 活動を中心としたツールと、統

計・分析及び事故等事例紹介を内容とし、再発防止・啓発を目

的としたツールとに分けることとし、以下のとおり実施する。

  

１．委員会の活動全体にかかるPR事項、HP更新情報、公表事

案、コラム等をHP及びメールマガジン等に掲載する。 

＜PR活動等＞ 

 

 

 

 

 

 

 

１．及び２. PR 活動等及び

事例紹介、分析集の発刊 

  平成24年 4月以降、早

期に実施 
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委員会の１年間の活動全般を取りまとめた運輸安

全委員会年報については、日本語版に加え海外向け情

報発信ツールとして、英語版の作成を検討する必要が

ある。 

 

 

 

地方事務所においては、平成 22年より管轄区域内

における船舶事故等の防止に資するため、地方版分析

集を作成しているが、周知啓発が必ずしも十分でない

ことから、情報発信について、さらなる充実を図る必

要がある。 

 

２．現行ニュースレター形式を維持しつつ、各モードごと、ま

たはモード共通のテーマについて特集し、紹介すべき事例、

統計に基づく分析など内容を充実させる。 

＜事例紹介、分析集＞ 

 

３．運輸安全委員会年報については、英語版作成を発刊計画に

加え、編集、作成する。 

  

 

 

 

 

４．各地方事務所作成の地方版分析集について、内容の充実及

びその周知啓発活動を積極的に行う。 

 

 

 

 

 

３．運輸安全委員会年報の

発刊 

  平成24年７月末までに

実施 

  （英語版）平成24年 12

月末までに実施 

 

４．地方版分析集の充実 

  平成24年中の実績につ

いてレビューを行う 

 

 

（２）事故調査の透明性確保の観点から情報の開示に努める。 

①＜基礎データの開示＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

従前においては、解析を委託した際の報告書記載

のデータについて、重要なもののみ報告書に記載し

ていたが、最近においては、解析報告書の全文を添

付するなど、調査に関して収集され、事故調査報告

書の作成に使用された情報のうち、報告書に記載さ

れた計算の元データについては、個人情報、企業機

密に関するものを除き、原則として全て報告書に掲

載してきているところ。 

 

事故等の原因を解析するために不可欠ではなく報

告書の記載量が増えて読みづらくなる等の理由から

１．今後とも、個人情報、企業機密に関するものを除き、事

故等の原因を解析するために不可欠な計算の元データは、

引き続き報告書へ掲載していく。 

 

２．報告書作成に使用した委託調査の資料（成果品）で報告

書に全てのデータを掲載していないものについて、個人情

報、企業機密に関するものを除き、公表することとする。

なお、公表資料の選定、委員会（部会）における手続きな

ど、公表にあたっての具体的方法について、引き続き検討

する。 

 

１．実施中 

 

 

 

２．平成24年 4月まで 
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報告書に掲載されていない基礎データについても、

事故調査関連情報の外部での有効活用や信頼性の確

保といった観点から、開示できるものは積極的に開

示する必要はないか。 

なお、公表していない基礎データの情報開示請求

があった場合は、関係法令及び審査基準に基づき、

個人情報、企業機密に関するもの等を除き、その都

度個別に対応している。 

 

３．その他、事故等の原因を解析するために不可欠ではなく

報告書の記載量が増えて読みづらくなる等の理由から報告

書に掲載されていない基礎データ（例えば、気象データ、

機器の諸元、各種記録装置のデータ、写真など）について

は、個人情報、企業機密に関するものを除き、引き続き個

別に情報公開請求に対応していく。 

３．引き続き求めに応じて

公開 

 

②＜委員会審議の更なる透明性確保＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

（議事録の詳細化） 

現行作成している議事録は、公文書管理法等に基

づき、委員会（部会を含む。）における意思決定に

至る過程等を議事概要としてまとめている。 

 

さらに詳細な議事録の作成に当たっては、以下の

問題点等にも考慮が必要である。 

 

委員会における発言に対して、外部からの圧力や干

渉等の影響を受けるなどにより、審議に支障 

が出ることも懸念される。 

 

また、詳細な議事録作成には、大幅な事務負担の増

加が見込まれる。 

 

一方、議事録を詳細化することにより、委員の 

発言に責任を持つと共に、審議の更なる透明性が確保

できるのではないか。 

 

 

 

（一部部会の公開検討） 

 

１．審議における意思決定の過程及びその経緯等について 

議事録に記載することは、審議の透明性の確保又は事後 

に検証する上で必要となるものであることから、以下の 

ように対応する。 

 

２．委員会（部会を含む。）審議のうち、重要、かつ本質 

的な部分について、委員ごとの発言部分を要領筆記した 

詳細な議事録を作成する方向で検討することとし、平成 

23 年11 月の各部会から詳細化した議事録作成の試行を 

開始した。 

 

３．ワーキングチームにおいて、試行結果(平成23年11月～ 

平成24年3月までの5ヶ月分)を検討 

（特に、議事録に盛り込む審議内容、様式など） 

 

４．議事録のまとめ方、体制の整備などを踏まえた第２次 

試行の実施、検証(平成24年5月～9月) 

 

５．詳細な議事録の運用開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．実施済み 

 

 

 

 

 

３．平成24年4月に実施 

 

 

 

４．平成24年5月から実施 

 

 

５．平成24年10月から実施 
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 委員会の一部を公開することで、運輸の安全に対す

る社会の認識を深めるとともに、審議の透明性が更に

確保できるのではないか。 

 

諸外国の事故調査機関では、米国国家運輸安全委員

会(NTSB)が、唯一公開している。 

 

１．機密情報保護の問題、報告書公表のあり方等、諸問題 

を整理し、公開の是非を検討する。 

１．継続検討 

 

３．被害者への配慮 

（１）被害者やそのご家族、ご遺族に対し、事故調査に関する情報を適時適切に提供する。 

①＜被害者等への情報提供等＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

被害者等への事故調査情報の提供については、これ

まで必要に応じて個別に対応していた。 

 

また平成２３年４月には情報提供窓口を設置した

ところであるが、対応について具体的かつ体系的な整

理はなされていなかった。 

 

このため、情報提供の対象や内容等について早期に

整理・確認し、運輸安全委員会が一体となって支援す

る体制を確立することが重要である。 

 

（注）被害者等とは、被害者及びその家族又は遺族を

いう。 

以下の内容を盛り込んだ「被害者等情報提供マニュアル」を

作成し、対応する。 

１．情報提供の対象者 

原則として、旅客が死亡又は行方不明となった事故若しく

は複数の旅客が重傷を負った事故における被害者及びその

家族又は遺族を対象とし、被害者等の心情に配慮し、適時適

切に情報提供を行うこととする。 

但し、上記事故以外の被害者等から情報提供の要望があっ

た場合は、上記に準じた情報提供を行うこととする。 

 

２．情報提供の内容 

 (1)マスコミへ公表する事実情報や調査の進捗状況 

 (2)事故調査報告書（経過報告書、最終報告書） 

 

３．その他 

○事故調査に係る情報提供窓口設置について、可能な限り

早期に被害者等へ連絡。 

○被害者等の要望により、報告書に関する説明を実施。 

  ○国土交通省「公共交通事故被害者支援室（仮称）」との

連携。 

 

 

平成24年 4月から実施 
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②＜能力向上のための研修等の充実＞（再掲） 

４．（１）①参照   

 

 

（２）被害者やそのご家族、ご遺族からのご意見などに丁寧に対応する。 

①＜被害者等からのご意見への適切な対応＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

被害者等からのご意見などに丁寧に対応するため、

これらのご意見を組織として共有するとともに、情報

提供窓口職員等の教育・研修による資質の向上を図る

ことも必要である。 

１．被害者等の気づきなどについては、情報提供窓口が被害者

等に寄り添い、話をお聞きし、適切に部会に報告するものと

する。 

 

２．コミュニケーション能力の向上等に資する研修等の受講。

 

３．報告書公表後も、被害者等との連絡を密にし、情報提供等

に努める。 

 

４．地方事務所も情報の窓口として、東京と一体的に対応する。

１．平成24年 4月から実施 

 

 

 

２．平成24年度中に実施 

 

３．実施中 

 

 

４．平成24年 4月から実施 

②＜能力向上のための研修等の充実＞（再掲） 

４．（１）①参照   

 

４．組織基盤の充実 

（１）調査手法に対する総合的な理解をはじめとした個々の能力の向上に努める。 

①＜能力向上のための研修等の充実＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

現在、事故調査官の研修は、モードごとに専門分野

の研修を実施している。 

航空調査官：シミュレータによる研修(小型機、

回転翼機、航空管制)、航空機の整

備に関する基礎研修など。 

鉄道調査官：踏切保安、軌道回路・管理、車両技

術、軌道構造の設計・施工・保守の

研修など。 

船舶調査官：VDR・GPS の回収・解析に関する研

１．職員の資質向上のため平成23年度においては、外部講師に

よる次の研修を実施した。 

・事故調査における各種分析手法  

・分かりやすい文章の技術 

・マスコミから見た事故調査の広報 

・被害者・遺族と事故調査 ～被害者等の思いと事故調査 

への期待～ 

・過去における重大事故の調査体験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

修、船舶の乗船研修、船舶工学、条

約・法令の基礎研修など。 

 

事故調査官に対する研修については、各モード横断

的にコミュニケーションやプレゼンテーションなど

の基礎的な研修が必要である。 

 

その他にもヒューマンファクター分析手法などの 

事故調査の方法論について、より充実した研修が必要

である。 

 

国外での研修は、クランフィールド大学(英国)や 

米国運輸安全委員会(NTSB)の事故調査官基礎研修に

毎年２名程度の事故調査官を参加させているが、今後

も積極的に参加させ、その成果を組織内で共有・活用

できる体制にする必要がある。 

 

２．研修協議会を設置して平成24 年度研修計画を策定し、以

下の研修を順次実施する。 

・より徹底した原因調査のためのコミュニケーション、プ 

レゼンテーション、コンプライアンス、ヒューマンファク

ター分析手法などの研修 

・被害者等に対する情報提供のためのコミュニケーション 

能力向上の研修 

・被害者等からの事故調査への気づきに関する講演の開催 

・国外研修 

・地方事務所職員に対する航空、鉄道事故の初動調査の概 

要、手法等の研修 

・その他の専門研修 

 

３．運輸安全委員会事務局職員の研修に関する通達の見直し 

・現在の航空事故調査官研修要領(H20.10.1運委参第14号)、

鉄道事故調査官研修要領(H20.10.1運委参第15号)を廃止

し、船舶事故調査官及び事務官を含めた全職員に関する研

修要領を策定  

 

２．平成24年 4月上旬に研

修協議会を開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．平成24年 10月までに実 

施 

 

 

 

 

②＜特に重大な事故への対応訓練（シミュレーション）の実施＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

航空モードでは平成 16、17 年度に、鉄道モードで

は平成 16年度に特に重大な事故への対応訓練を実施

したが、平成 20年度の運輸安全委員会発足後は、船

舶モードを加えた３モードのいずれにおいてもこう

した訓練を実施していない。 

 

特に重大な事故が発生した場合に、事故調査の実施

や情報の収集・連絡・報告、広報対応、被害者等への

情報提供等が的確かつ円滑に実施できるよう、当該事

故を想定した訓練を行い、実際の対応に備えるととも

に、事故調査の実施等の対応が円滑にできるかどう

か、「特に重大な事故対応要領」の検証も含めた確認

１．各対応事項について「特に重大な事故対応要領」を整備す

る。 

 

２．各モード持ち回りで、おおむね半年毎に特に重大な事故へ

の対応訓練を実施する。なお、対応訓練の結果、「特に重大

な事故対応要領」で改善を要すること等が明らかとなれば、

適宜見直しを行う。 

 

３．重大事故に対応した経験を有する調査官ＯＢの講演を実施

する等、過去の事故対応経験について組織全体での共有化を

図る。 

 

１．実施済み 

 

 

２．順次実施 

 

 

 

 

３．順次実施 
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を行うことが必要である。 

 

また、過去の事故対応経験を組織全体で共有し、今

後の対応に活かしていくことも重要である。 

（参考） 

平成24年 3月 2日（金）、航空事故を想定して訓練を実施

した。 

今後、訓練の実施結果を基に「特に重大な事故対応要領」

の改善を図り、次回以降の訓練の参考とする。 

 

  また、研修の一環として平成24年 3月 16日（金）に、２

名の航空事故調査官ＯＢによる過去の重大事故の経験につ

いて講演を実施し、事故への対応の重要性を改めて確認し

た。 

 

 

（２）組織全体が活性化するよう、自由に意見を交換し、問題を共有できる組織づくりに努める。 

①＜運輸安全委員会のミッション・行動指針の設定＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

 運輸安全委員会設置法の目的は、「航空事故等、鉄

道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道

事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明

するための調査を適確に行うとともに、これらの調査

の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し

必要な施策又は措置の実施を求める運輸安全委員会

を設置し、もって航空事故等、鉄道事故等及び船舶事

故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が

発生した場合における被害の軽減に寄与すること」で

あり、運輸安全委員会自身の目的も、これに準じたも

のであると考えられるが、運輸安全委員会としてこれ

まで組織としての目的を明確に定めてこなかった。 

 

 今後、委員・職員一人一人が組織の使命を明確に自

覚し、これに従って適切に行動していくために、運輸

安全委員会のミッション・行動指針を設定することが

重要である。 

 

１．運輸安全委員会のミッション・行動指針を策定し、委員・

職員に通知するとともに運輸安全委員会ウェブサイトで公

表する。 

 

 

１． 実施済み 
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②＜シンボルマーク等の設定＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

運輸安全委員会は設置後３年を経過するが、シン

ボルマークはまだ設定されていない。 

国内外に運輸安全委員会への理解を一層深めても

らうとともに、運輸安全委員会の役割と取組みに関

してより関心を持ってもらえるよう、また、委員・

職員の一体感の形成のために、運輸安全委員会とし

てシンボルマークを設定することが重要である。 

１．委員・職員（地方事務所を含む。）からの公募及び投票

により、シンボルマークを設定する。 

２．シンボルマークは、国内外の会議やイベント会場（ポス

ター等）、ウェブサイトや公表資料、封筒その他様々な場

面で幅広く活用して運輸安全委員会をアピールしていく。

 

１．実施済み 

③＜モード間の情報交流＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

モード間で調査手法等の共有が不足している。 

共有することで各モードの事故調査等に活用できる

のではないか。 

１．モード横断的にワーキングチームを設置し、事故調査マニ

ュアルの改善等情報交換や業務改善方策を検討する。 

 

１．実施中 

 

④＜地方事務所の強化＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

 組織基盤を充実するため、地方事務所の強化を図る

ことが重要であり、調査の進め方の改善、資質向上の

ための研修の実施を行うことが必要である。 

 

 

 

 

（再掲） 

１．地方事故調査官の調査対象である船舶事故等の処理に当た

っては、審議の効率化の改善を図る。（１．（２）①５．参照）

 

２．各地方事務所作成の地方版分析集について、内容の充実及

びその周知啓発活動を積極的に行う。（２．（１）⑤４．参照）

 

３．地方事務所も情報の窓口として、東京と一体的に対応する。

（３．（２）①４．参照） 

 

４．より徹底した原因調査のためのコミュニケーション、プレ

ゼンテーション、コンプライアンス、ヒューマンファクター

分析手法などの研修（４．（１）①２．参照） 

 

５．地方事務所職員に対する航空、鉄道事故の初動調査の概要、

手法等の研修（４．（１）①２．参照） 

 

 

１．平成24年 4月から試行 

 

 

２．平成24年中の実績につ

いてレビューを行う 

 

３．平成24年 4月から実施 

 

 

４．順次実施 

 

 

 

５．順次実施 
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アクションプランのフォローアップ及び改定 

①＜アクションプランのフォローアップ＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

ミッションの実現のため、アクションプランを確実

に実施する必要がある。 

 

１．２４年度以降も有識者会議を継続的に開催し、年２～３ 

回のフォローアップを実施する。 

 

１．原則、年２～３回実施 

する（不断に実施） 

②＜アクションプランの改定＞ 

現 状 及 び 問 題 意 識 具 体 的 な 対 応 策 実 施 時 期 

業務改善の過程において不断の見直しを行い、アク

ションプランを改定する必要がある。 

１．アクションプランは、業務改善の過程において、新規テー

マの追加等、改定の必要が生じた場合には、速やかに改定を

実施する。 

 

１．随時 

 

 


